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○議長 玉城 勇君 これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

開議（午前10時00分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって14番 宮城寛諄議員、15番 知念

富信議員を指名します。 

○議長 玉城 勇君 次に、昨日、岡崎晋議員の一般

質問における、１の（４）の中で、景観条例の策定す

る委員会の名称について間違いがあるということで、

経済建設部長から訂正の依頼があります。その訂正の

内容について説明と訂正を許します。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 おはようございます。

昨日、岡崎晋議員への答弁にて、南風原町景観条例の

説明の中で、景観審議会の委員と答弁いたしましたが、

正式には景観計画策定委員会の委員に訂正いたします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時02分） 

再開（午前10時02分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長 玉城 勇君 日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告書のとおり順次発言を許します。13番 

大城 毅議員。 

 

〔大城 毅議員 登壇〕 

 

○13番 大城 毅君 おはようございます。それでは

最終日１番目の質問をいたします。私はこれまでと違

い大問ごとに質問をしてまいります。それからこれま

で同様ソフトなやり取りでやりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 私は、南部水道企業団の議会で給与問題について、

継続的に全容の解明、責任の所在、再発防止策の明確

化などに努めてまいりました。こうした中、令和２年

９月の南部水道企業団広報紙清ら水だよりに、職員給

与問題についてと題する企業庁名の文書が掲載されま

した。お手元に配付してございます。企業団の問題は、

企業団議会でというのは当然であります。しかし、議

会でのやり取りには限界があり、理事としての町長に

たださざるを得ないと判断をいたしまして、１番目の

質問を申し上げます。南部水道企業団の給与問題の最

終報告をどう受けとめたか。（１）理事会でどう説明さ

れたのか。（２）町長は理事として十分な報告だと受け

止めましたか。お答えをいただきます。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 皆さんおはようございます。

では、質問事項１点目の、南部水道企業団の給与問題

の最終報告をどう受け止めたか。（１）についてお答え

いたします。給与問題の最終報告として、令和２年９

月28日の理事会において、これまでの問題の事象につ

いて条例規則の誤った解釈や運用があったと認め、ア

ドバイザー会議の提言に基づき、職員給料の訂正を実

施したとの報告を受けております。 

 （２）についてお答えします。様々なご意見がある

と思いますが、報告では問題解決に向け対応できたと

認識をしております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 改めてお伺いしますが、理事会

にも、この今、皆様にコピーで示させていただきまし

た文書で報告されたという受け止めでよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 お答えいたします。はい、そ

のとおりに受け止めてよろしいです。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 それではですね、今皆様のお手

元にもあるこの文書であります。これは起きた事象の

件数や人数、過払い、未払いの総額と精算は示されて

いますけれども、原因らしきものは条例規則の誤解釈

や誤運用で、再発防止策としては関係庁の各部局の連

携、相談ができる体制の整備と情報等の共有と結論づ

けています。詳しい時系列の時効などによる損失、こ

れまさに町民の負担です。再発防止策の具体策も、そ

して何より責任の所在も明らかにされておりません。

私は、企業団議会ではこの文書に対して、議会でも同

じでありました。議会に対してもこの文書でもう最終

報告だということでありましたので、全体として全容

を明らかにし、責任の所在、具体的に再発防止策を示

したものとは言えない。広く町民に配布する分にはあ

まり詳細なものは必要でないにしろ、これでは不十分

である。少なくとも議会に対しては、そうした点も含

め、改めて詳細な報告書が示されなければ、第三者あ

るいは何年か後の職員の皆さんの検証にも耐え得るも

のにはならないと求めてまいりました。企業団議会で
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この点を確認しましたが、これ以上の説明の必要はな

いと、この一点張りでありました。また、そのやり取

りの中で、町民、例えば区長会が説明を求めてきても

清ら水だよりのとおりで読めば分かる。さらに何が不

足かとの答弁でした。一々の説明をしないための広報

紙だとまでおっしゃいました。町長は理事として、こ

の点に同意をいたしますか。お答えをいただきます。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 おはようございます。それでは

大城 毅議員のご質問にお答えをいたします。ご質問

の趣旨は、南部水道企業団の報告ですか、説明に同意

するかというような趣旨でございますけれども、我々

としては、こういったふうな、あの文書の範囲だけじゃ

なくてこれまでの経緯等もですね、いろんなそれぞれ

職員間と、それから企業庁とのやり取りと等々の話を

聞きまして、最終的なあの文書の内容のとおりで報告

しますというようなことでしたので、私としてはそれ

で理解をしたというようなことで返事をいたしました。

以上でございます。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 さっき質問の中で申し上げたと

おりのやり取りがありましたけれども、町長としても、

それをいわば追認するという内容の答弁でした。私は

大変残念に思います。しかもこの、今、町長がおっしゃっ

たことについて少し述べさせてもらえれば、私も議員

として、町長はまた理事として、その都度の教育長と

のやり取りや、私どもはまた議会でも別の角度からも

何度もやり取りをしていますし、報告もいただいてい

ます。ということもあって、それなりの形は掴んでい

るつもりではあります。文書としてはあれだけであっ

てもですね。だけどさっき申し上げたような不足点が

やっぱりあるわけで、町民の皆さんにはこれで全てだ

と。かつ議会にもそれで全てだということであれば、

この件に関しては文書としてまとまって残るのはこの

文書だけなんですね。これで果たして、例えば10年後、

15年後、20年後は南部水道が引き続き存続するとして

ですね、そこの職員たちみんな入れ替わっているわけ

です。そのときに、この文書で再度の再発防止ができ

るのかと。それが私の言った第三者による検証という

意味です。それからすればですね、甚だ不十分だと。

その間の議事録や、また理事会での報告、こういった

会議録を見ないと全容が把握できないということになっ

ているわけです。これで果たして、その役に立つのか

という点では、私は不十分だということをさっき申し

上げたつもりです。さらに、この中身はですね、アド

バイザー会議の提言の丸飲みであって、何も具体化さ

れてはいない。説明責任を果たせない。このような体

制では、私は町民の水道料金を預かって事業を行う公

共団体としてですね、失格の烙印を押されかねないと

考えておりますが、町長はいかがお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えをいたします。毅議員の

お考えといたしましては、今のご質問の趣旨だという

ふうに理解をいたしますけれども、私といたしまして

は、最初に答弁いたしましたとおり、いろんなご意見

があろうと思いますけれども、私としては今回の報告

でですね、去ったコピーをいただいた文書の報告で、

問題解決に向けて取り組んでいくと、取り組んでいる

んだというふうに理解をいたしました。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 この問題に関しては恐らく平行

線であろうと思いますので終了します。次に進みます。 

 次は子どもの権利条例についてです。南風原町は妊

婦健診への支援、それから子どもの出産前から、そし

て一般質問の初日にみゆき議員が質問された産後ケア

の問題、新生児訪問などの母子保健、定期の健康診断。

これから大志議員が質問される医療的ケア児の問題。

それから保育所、幼稚園、小中学校、学童クラブ、子

ども元気ＲＯＯＭでの孤立しがちな児童の支援。児童

館、医療費の助成、遊具の好評な公園等々、あらゆる

子どもの権利保障を行っています。まだまだたくさん

の紹介に漏れた事業もあります。しかも、厳しい財政

状況の中でも、医療費助成の現物給付、対象年齢の拡

大、空調の整備や、憲治議員が進めたトイレの洋式化

などの学習環境整備。元気ＲＯＯＭでの事業対象とし

ての若年妊産婦への拡充など、ステップアップを図っ

ていることなど高く評価をいたします。以前にも申し

上げた元気ＲＯＯＭは県内でも進んだ施策として、県

議会の特別委員会に招かれ活動を紹介し、委員の皆さ

んから称賛をされています。町は子どもの権利を保障

するために、大きな力を注ぎその力を発揮しています。

ところで、全国で子どもの権利を明確にし、そのため

の自治体や市民、保護者等の責務、自治体の施策等を

定めるなどの条例が広がっています。権利の主体とし

ての子どもという位置づけを規定し、子ども自身への

啓発はもちろん、町の施策や保育所、幼稚園、学校の

パートナー、まちづくりのパートナーとしての存在が

求められていると私は考えています。これまでも町長、

教育長、部長、課長の皆さん、執行部の皆さんと議論

をしてまいりました。引き続き議論を広げ、深めたい

との趣旨で質問をいたします。 

 ２、子どもの権利条約に基づく条例制定を目指して
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取り組んではどうか。（１）以前に答弁いただいた学校

校長会等での話合いはどうであったか。（２）子どもの

権利の周知をどう評価なさるか。（３）子どもの主張す

る権利、決定に参加する権利をどう考えますか。（４）

県の関係する条例を承知していますか。（５）全国の例

を把握していますか。（６）本町で取り組む必要性をど

う考えますか。以上についてお答えをいただきたいと

思います。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項２点目、子どもの権

利条約の関連の（１）についてお答えいたします。学

校では子どもの権利や人権について学習しており、校

長会では引き続き取り組むよう確認をいたしたところ

でございます。 

 （２）でございます。子どもの権利条約については、

小学校６年生と中学校３年生の社会の単元で取り扱わ

れており、小中学校においては周知されているものだ

と考えております。 

 （３）です。小中学校においては、行事の企画立案

や校則の見直し等について、児童生徒の主体性や意見

を尊重するように取り組んでいます。子どもが自らの

意見や権利を主張できることは、子どもの自立、それ

から自主性を育成するとともに、自己肯定感を高める

ことにつながるものだと考えています。 

 （４）でございます。子どもの尊厳を重んじ、虐待

から子どもを守ることを趣旨とした沖縄県子どもの権

利を尊重し、虐待から守る社会づくり条例が令和２年

に施行されていることを認識しております。 

 （５）でございます。全国の自治体で制定している

事例を確認しています。 

 （６）です。条例の制定につきましては、関係部局

で研究していきたいと考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございました。ここ

で、今、教育長からご答弁いただきましたけれども、

これまでもですね、先ほど申し上げたように、町長、

教育長をはじめ、執行部の皆さんと議論――議論と言っ

てもこれは質問ですからちょっと一方的になりがちで

はあるんですけれども、皆さんからの質問ではなかな

か聞きませんので、そういう意味では議論という意味

では不十分かもしれませんが、そういう趣旨で私は今

回質問しておりますので、可能であればですけれども、

希望ですが、教育長、あるいは町長と直接に議論を交

わしたいなと思っております。実績の数字だとか、そ

れから具体的な施策など、こういったことを除いては

そういうふうにお願いできればと思います。 

 まず、子どもを権利の主体として捉え、声を聞くと

いうことが十分になされていればですね、私の思いで

すが。例えば勇太議員が、以前にこの議場でも問題に

されていた、13キロにも及ぶ重いランドセルを背負っ

て学校に通い続けるといったことなどは、もっと早く

に解決に、解消に近づけたのではないかという点。ま

た、好春議員や勇太議員が指摘した、昨日ありました

か、津嘉山小学校のグラウンドの危険性の除去、回避。

こういったものも議会で議論するその前に、私はもっ

と早くの解決になったのではないかというふうに思い

ます。このような考え方をどのように思われますか。

どちらでもよろしいです。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 ご質問のように、子どもの権

利は、子どもを保護だけの対象ではなくて、やはり１

個の人間としてその個々の権利を認めると、十分認識

するという条約というのは認識しております。各分野

でそれぞれに、やはりいろんな施策はあるんですが、

先ほど言ったように、重い学用品での登下校等々につ

いても、やはり実情に合わせて対処するというのはやっ

ぱり必要だと思います。往々にして分かってはいるつ

もりではございますが、やはり細かいところではそれ

がどうしても見落としがちなところがあるというのは

事実というふうに確認しております。ですので、特に

昨日あったようなグラウンドにコンクリートの、基準

点にしろいずれにせよ、危険があるというのは議会で

指摘される以前に、我々と学校現場で十分に調整して

おれば迅速に対応できていたということもございます

ので、今後はそういったふうにやっぱり細かな点にも

十分留意しながら取り組んでいく必要があろうかとい

うふうに考えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございました。進め

ますけれども。例えば公園の整備などについてですね、

私先ほど申し上げたかな。大変好評な遊具のある公園

が今、本部公園ですとか宮城公園などで展開されてい

ますけれども、これからさらに、もし機会があってで

すね、公園の整備があるとした場合、例えば子どもが

意見できる場、そういう仕組みがあったらどうだろう

かと思うわけです。こういう機会が、その子どもの発

達段階に応じて機会が保障されたならば、その発達段

階に応じて町の財政のことだとか、それから行政の仕

組みだとか、そういったことを学ぶ場にもなるだろう

と思いますし、何よりもまちづくりの、自分たちが主

人公として誇りを持って成長していくことができるの

ではないかと私は思いますが、どうでしょうか。現実
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には、例えばどういったようなものとか、様々なクリ

アすべきテーマはあると思いますけれども、この考え

方として目指すべき方向、様々なことはクリアすると

してですね、方向として私もそう考えますが、執行部

の方々はどうでしょうか。町長、教育長、いかがでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 （３）でもお答えはしており

ますが、特に自分たちの直接関わること、それは学校

現場で先ほど申し上げましたとおり、本当に企画、い

ろんな行事の企画とかは児童会、生徒会を中心に、本

当に学校の現場意見を、話を聞いても自主性を相当持

たせているというのは昨今感じております。特にまた、

ブラック校則だというふうによくマスコミから取り上

げられるんですが、そういった校則の見直し、今年度

から取り組んだ制服の自由選択化等々ですね、そのよ

うなことについても、やはり子どもたちが、自分が直

接関わることは自分たちが主体となって意見を出す。

その意見が尊重されると。当然、議員からもあったよ

うに発達段階ではありますので、それやっぱり大人か

ら見て、それは多少学校生活で問題があるというふう

な点があれば、それは保護者、教職員との意見の調整

も必要かと思いますが、基本的には子どもたちの意見

を聞いていく。そういったのはやはり特に子どもたち

が、自分たちに直接関係するものにあっては、今後も

非常に取り組んでいったほうがいいと、取り組むべき

だというふうに私は考えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございました。概ね

同じ認識なのかなというふうに、今考えています。さ

らに申し上げますが、貧困ですとか、特に沖縄は子ど

もの貧困というのがずっと課題となっていて、先ほど

紹介していただいた県の条例。どちらかというと、こ

の貧困の状況をどうするかということだとか、あるい

は虐待だとか、そういったものから守るという側面で

私は作成されている条例だなというふうに認識してい

ますが、その中にも子どもの主体性、権利の主体性と

いうことはしっかり位置づけられております。今、申

し上げようとしましたのは、貧困ですとか暴力、虐待

などから、大人や社会が子どもを守る、保護するのは

当然必要で、今、特に急がれる現実的な課題です。そ

の一方で、守り守られる。導く導かれる。支援する支

援されるなどの一方的な関係ではない、客体と主体の

関係にしないことが私は大事ではないかという考えも

しています。つまり、大人が主体で子どもが虐待とい

うことではない。お互いにパートナーとして向き合え

る。これはちょっとイメージしづらいと思うんですが、

そういうことが大事ではないかなというふうなことを

考えるに至りました。この点については、今すぐ答弁

は難しいかと思いますので少し例を申し上げます。例

えば、たしか第４次総合計画からでしたか。町民の皆

さんの委員会、委員会何て言いましたか、ありました

よね。企画でしたかね。そういう議論の集団をつくっ

て、そこでの議論を基に素案を作成するという手法に

変えていますよね。以前はいきなりというかコンサル

に。コンサルがかなり大きな部分を占めるということ

から、この町民の団体というか、町民の意見を聞く場

を広く持つと。ちょっと名称は忘れましたが、そうい

う手法になっています。その方々の中からまちづくり

に積極的な参加者が広がっています。これを発展させ

て、子ども層にも広げる。子どもが権利の主体ではな

く……失礼、客体ではなく、本来あるべき権利の主体

になることになるのではないでしょうか。子どもはま

ちづくりのパートナーとしての存在というふうに捉え

ることはできないでしょうか。これも考え方としてど

うなんだろうというふうに思います。先ほどの公園づ

くりの例も出しましたが、例えばですが、ちょっと一

足飛びで、これは今すぐ実現してほしいという意味で

はないんですが、今、第５次の後期計画ですか、今直

面しているのがね。例えばそういう機会にいずれは、

すぐとは申し上げません。こういった議論を通じてで

すね、問題認識に供していけるんであれば、そういっ

たことも考えたらどうかいうことでございます。その

辺のことについてですね、例えば、今、そのお答えに

ついては別に突っ込むつもりはございません。先ほど

申し上げたように、認識の共有を図っていきたいと。

そのための議論を深めたいという立場での今回の質問

でございますので、それは受けとめますから、どうだ

ろうと真摯にお答えいただければなと思いますが、ど

うでしょうか。 

 すみません、加えます。これから慎重な答弁が必要

なのは当然のことでございますが、そのことを言質に

取ってですね、じゃあこうしようああしようというこ

とはしないということを約束しておきます。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 それでは大城毅議員のただいま

のご質問にお答えをいたします。私も趣旨といたしま

してはですね、議員ご質問の考え方に賛成をする部分

がございます。行政の事業と申しますのは、やはり事

業ごとにそれぞれ根拠がございまして、法律なり条例

等がございまして、それに準じて事業展開しているわ

けですけれども、その段階でですね、やはり町民の皆
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さんの意見を拝聴するというふうなことはもう、取り

組んでいるというようなことでございます。特に施設

の整備等に関しましてはですね、建設検討委員会とか、

あるいはまた事前に各公園、特に公園であれば、事前

に福祉関係の施設の子どもたちに話を聞くとか、施設

の長からですね。そういったふうな取り組みもやって

おりますし、総合計画のお話もありましたので、総合

計画に関しましては住民会議を展開し、それから、住

民アンケートもそうですけれども、その中で特に小中

学生、高校生までのこのアンケート調査とかですね、

そういったふうなものも実施をしながら事業を進めて

おりますので、十分とは申し上げませんけれども、こ

れからもそういったふうな考え方で可能な限り、住民

の皆さんの意見を町の事業に展開できるように、取り

込めるようにやっていきたいと考えております。以上

でございます。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 町長どうもありがとうございま

した。結論的な質問ですけれども、本年の３月定例議

会ではですね、私は学校教育課長にもご協力いただき

まして、川崎市のチラシを皆様にも配布させていただ

きました。その中で示されている川崎市でいう子ども

の権利の７つというものを紹介いたしました。町長か

らは、これについての感想としてですが、ゼロ歳児か

ら高齢者まで全ての人が基本的な人権を保障されなく

てはいけない。そういったものがベースになっている

と感じていると感想を述べていただきました。教育長

からは、国民全体が子どもの保護や人権尊重を十分理

解する必要があると思う。その点から国や自治体をは

じめ、社会全体で取り組んでいく必要があると考える

というふうに感想をいただきました。ありがとうござ

いました。そういったご答弁、感想と今日のやり取り

の中でですね、私はかなり基本的な思いを共有できた

のではないかなというふうに思っております。引き続

き、また様々な角度から、最初に申し上げましたよう

に、質問という形ですので、もちろん反問権はありま

すが、執行部の皆さんにもありますけれども、どうし

ても一方的な私の思いについてどう思いますかという

ふうな形のやり取りになったんですが、私はこういっ

た思い、先ほど県の条例、詳しい中身はもちろんは入

れませんが、それから全国での条例の状況なども報告

はありました。こういった子どもの、そういうものを

守るのはもちろん先ほど言ったように、権利の主体と

して発信をしてもらうというのかな、能動的に。そう

いったことが必要だと思うというふうな思いで今共有

できているんじゃないかなと思っております。今後と

も議論をしてまいりたいと思います。先月の11月20日

に沖縄県の主催で、さきの県条例に基づく、子どもの

権利知っていますか。子どもの権利を尊重し、虐待か

ら守る社会づくりの実現に向けたシンポジウムという

ものが開催されました。それの基調講演が山梨学院大

学の荒牧重人先生のレジメというものが、私もこれに

感銘しまして、今日の質問のネタ本といいますか、に

なっております。こども課長と学校教育課長には同じ

データを差し上げております。今後もですね、町長、

教育長、また幹部の皆さんと議論を深めてまいりたい

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 最後に、ジェンダーの問題についての提案について

お伺いします。３、ジェンダー平等に関して、以前選

挙管理委員会での検討、管理委員会の報告を約束した

事項について、その後の経過や結果がどうなったかに

ついてお伺いをいたします。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では質問事項３点目のジェン

ダー平等に関する質問の（１）についてお答えします。

選挙管理委員会での協議の上、さきに行われた衆議院

議員総選挙からもう既に実施をしております。 

 （２）についてお答えします。国政選挙において立

候補者の告示事項の見直しを受け、町選挙管理委員会

においても同様の取扱いをするということで決定をし

ております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 大変失礼しました。私（１）と

（２）を読み飛ばしたような気がしております。先に

答弁をいただいて、後で質問するというのもおかしい

ですけれども。一応、読み上げておきたいと思います。

失礼しました。ジェンダーとの関係でですね、３月に

こういった質問をいたしました。まず、投票所入場券

の性別欄が記載されていたわけですけれども、これを

廃止してはどうかということについて、今答弁いただ

きました。既に、さきに行われた衆議院選挙から廃止

されているよということでございまして、私も気づき

ませんでした。大変失礼しました。 

 それから立候補者についてですけども、その立候補

者の住所や生年月日、性別の告示取扱いについても決

定していて、南風原町においては、来年４月に行われ

る町長選挙から適用されるという理解でよろしいわけ

ですね。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 はい、ご質問のとおりでご

ざいます。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 
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○13番 大城 毅君 ありがとうございました。私自

身、総選挙のときに気づきませんでした。大変失礼し

ました。 

 ごめんなさい、少し戻りますけれども、戻らせてく

ださい。さっきの子どもの権利との関わりでの、（６）

でですね、南風原町でも研究してみようということで

答弁をいただきました。ここに書いてある、述べてお

られる関係部局というのは、この場合どちらを指すの

でしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 条例についてはですね、全

庁的に各部局関係しますので、全体的に協議して、条

例についてまだ制定するとは決定をしていませんが、

その際、全部の部局に関わると思いますので、連携を

していきたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございます。これは

特定の、統括はもちろん、統括する部局は決めないと

いけない、事務局的な部局は当然決めないといけない

わけですけれども、今答弁ありましたように、子ども

の権利という場合、かつまたこれはまちづくりと関係

するということになった場合には、恐らく全ての部局

に関係するだろうというふうに思っておりまして、確

認をいたしました。ありがとうございました。これで

質問を終わります。ありがとうござました。 

○議長 玉城 勇君 よろしいですか。お疲れ様でし

た。休憩します。 

休憩（午前10時36分） 

再開（午前10時40分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。４番 石垣大

志議員。 

 

〔石垣大志議員 登壇〕 

 

○４番 石垣大志君 それでは一般質問を行わせてい

ただきます。質問事項１、コロナ禍による医療的ケア

児の支援について。（１）医療的ケア児を抱える保護者

が新型コロナに感染した場合の相談体制はどうなって

いるか。（２）保護者が感染した場合の医療的ケア児の

受入れ先はあるか。（３）医療提供体制の逼迫により、

自宅療養を余儀なくされた場合の支援体制について伺

います。（４）公式ＬＩＮＥを積極的に活用すべきと考

えるがどうか。 

 続きまして、大きい２番、宮平川の氾濫対策につい

て。（１）６月豪雨による氾濫の原因について伺います。

（２）今後、検討委員会設置の予定はあるか。 

 大きい３番、公園管理について。（１）ウガンヌ前公

園内のバスケットコートの防音対策ができないか。 

 大きい４番、私道整備について。（１）所有者や所在

不明の私道について。道路管理等に関する相談対応は

どのようにしているか伺います。以上、答弁よろしく

お願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では質問事項１点目の、コロ

ナ禍による医療的ケア児支援についての（１）につい

てお答えします。医療的なケアが必要なお子さんを持

つ保護者が新型コロナに感染した場合は、お子さんが

利用している事業所やかかりつけ医など、関係機関と

調整の上、対応をいたします。 

 （２）についてお答えします。現時点ではその都度、

調整をし対応しているところです。受入れ体制の確保

については、引き続き関係機関と協議をしてまいりま

す。 

 （３）についてお答えします。保護者を含め、日頃

から医療的ケア児に関わっている関係機関と協議し、

在宅でどのように支えるか検討をし対応いたします。

また自宅療養者に対する食料等の支援や買い物代行は、

町社協で実施をしております。 

 （４）についてお答えします。ＬＩＮＥを活用して

の情報発信については、どのような情報を掲載するか

も含め、調査、研究をしてまいります。 

 質問事項２点目の宮平川の氾濫対策についての（１）

についてお答えします。現在、浸水被害軽減対策基本

設計委託業務において現場調査を行っております。原

因については様々な要因が考えられますが、地形的な

問題や近年の気候変動による集中豪雨で過去と比較し

て雨量が異なること、河川整備から３年ないし５年を

経過しており、周辺状況の変化により流域や流量が増

加傾向にあること等が想定されます。 

 （２）については、現時点では検討委員会の設置に

ついての予定はありません。 

 質問事項３点目、公園管理について。（１）について

お答えします。屋外でのバスケットコートについては

ほとんどがコンクリート素材になっています。ゴムチッ

プ素材などで施工例はありますが、音が出ないような

素材はほとんどなく、現在のバスケットコートでの活

用となります。 

 質問事項４点目の私道整備について。（１）について

お答えします。地域で利用している私道については、

地域からの要望があれば維持管理の範囲で補修等を

行っております。この直近５年間での所在不明の私道
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の相談についてはありません。以上であります。 

 今の答弁の質問事項２点目の（１）にちょっと訂正

させてください。河川整備については３年ないし５年

と言いましたが、失礼しました。ちょっと見誤りまし

て、「３年ないし５年」ではなくて、「35年」というこ

とで訂正をさせてください。どうも失礼しました。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。それで

は順次再質問させていただきます。まず、１点目の医

療的ケア児支援について。コロナ禍において医療的ケ

ア児の支援についてでございますけれども、これまで

実際に本町の保護者の方、またお子さんが感染した事

例があるのかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。本

町において、医療的ケア児の保護者が感染した事例が

１例ありました。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。この方

はひとり親家庭なのかですね。それとも二人親なのか、

確認できたと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。ひ

とり親家庭となります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 その事例の方は結果として受入

れが可能だったのかですね。お母さんが感染をされた

のかお父さん――お母さんですかね。多分お母さんが

感染して、お子さんはどこに預けたのか。その辺も教

えてください。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。こ

のケースの場合は、保護者のほうが感染したというこ

とで、うちの担当職員と保護者、またこのお子さんが

利用している事業所等と連絡を取りながら対応しまし

て、保護者のほうから主治医へ連絡をしていただいて、

その主治医がいる医療機関のほうに入院する対応とな

りました。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 お子さんは感染されてなかった

んですよね。確認します。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。医

療的ケア児のほうは陰性で、それで保護者が在宅とい

うことでしたので、入院ということになりました。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうます。保護者が感染

をされて、お子さんはＰＣＲ検査で陰性だった。なの

で、お子さんは医療機関のほうに預けることが可能だっ

たということですよね。これじゃあ、両方が感染して

しまった場合はどうなっているのか。確認できたらと

思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。そ

のケースのときはですね、ＰＣＲ検査の結果お子さん

が陰性であったらこのかかりつけの医療機関のほうで

入院できるということだったんですが、もし陽性だっ

たら入院できないということを言われていまして、実

際は陰性ということで入院できたんですが、もし陽性

だった場合は在宅になっていたのかなということで、

担当部署のほうでは考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 すみません、もう一度確認した

いのが、この時期は分かりますか。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん ９月の上旬になり

ます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ９月上旬、どれぐらいの感染者

が、感染拡大があったのかちょっと、今、覚えてはな

いんですけれども、やはりこの感染拡大のピークが800

名ぐらいだったと記憶しているんですけれども、やは

りそういう状況になってしまうと、本当に誰が感染し

てもおかしくないような状況の中で、やはりこういっ

た医療的ケア児にかかわらずですね、自宅療養を余儀

なくされてしまう方々、本当にたくさんの方がいらっ

しゃると思うんですが、こういったことを避けるため

にもですね、濃厚接触に保護者の方がなった場合に、

もうすぐにお子さんを預けられたら一番いいのかなと

いうふうに、理想なのかなというふうに思いますので、

この辺はですね、今現在、（２）の質問にもなってきま

すけれども、本町の事業所だったり、受入れ体制です

ね、受入れ体制が今どういう状況なのかですね。コロ

ナ禍においてです。受入れが可能なのか。お願いしま

す。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。そ

うですね。今現在、本町のほうでは受入れ先の確保に

ついてまだできてない状況です。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 今後、看護師さんがいらっしゃ
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る事業所さんだったり、訪問看護さんなのかですね、

こういった方々に受入れのお願いといいますか、要請

等々をしていくのか。どういった取組になっていくの

かですね、こういった課題がある場合にどうすれば課

題解決をするのかという考えがあれば教えてください。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時51分） 

再開（午前10時51分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えいたします。大志議

員ご質問の医療的ケア児の支援等の部分に関しまして、

特に今回はこのコロナという新しい感染症の状況の中

で、そういった場合におけるこの医療的ケア児がしっ

かり安全に過ごせる場所、そういった場所が必要だと

いうところも、この新たな感染症の中で課題として出

てきております。引き続きですね、我々医療的ケア児

の支援に向けての関係機関の協議というふうな場も設

置しておりますので、そういった場でこういった課題

含めてしっかり協議して、その確保に向けて取り組ん

でまいりたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。（３）

答弁の部分で、先ほど民生部長がおっしゃった関係機

関と協議をするという部分でありますけれども、これ

は医療的ケア児支援検討会ですかね。確認します。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。こ

の医療的ケア児支援検討会や、あと沖縄県などですね、

関係機関と調整してまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 あともう１点確認したい。この

医療的支援検討会は、このコロナ禍の中で開催が何度

かあったのか確認したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。今

現在、コロナ禍ということでちょっと開催はできてお

りません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 開催ができてないということな

ので、是非ですね、今感染が落ち着いているこの時期、

感染拡大する前にですね、是非とも開催をしていただ

いて、やはりこの現場の方々の、当事者の方々の意見

というものを受け取ってですね、施策に変えていける

ように取り組んでいただきたいというふうにお願いを

申し上げて、答弁はちょっと大丈夫です。次に移りた

いと思います。 

 次、（４）の公式ＬＩＮＥを積極的に活用すべきとい

うことでございますけれども、やはりこの保護者の方々、

自分が濃厚接触になってしまった場合、多分一番最初

に浮かぶのは誰に預けようかなというのが多分来ると

思います。お医者さんに電話するのか、誰に相談すれ

ばいいのかという部分の中でですね、こういったとこ

ろでやはり行政が、こういう相談先があるよというよ

うな情報発信をするのが仕事なのかなというふうにも、

思っております。受入れ先ができたとなればですね、

受入れ先の情報も発信できますし、やはり保護者の方

が感染した場合の自宅療養、社協さんがやられている

買い物代行サービスですか、代行サービス等々ですね、

こういったものも情報発信の部分で使えると思います

ので、その辺について答弁をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。ＬＩＮＥ等

のツールを使っての様々な情報の発信、そこは必要に

応じてどんどん取り組んでいきたいと思います。医療

的ケア児の支援の部分に関しましては、やはりその保

護者と、うちの障害福祉の担当の部署とのその連携で

すね、非常に重要になってきますので、現時点におい

ても医療的ケア児等のコーディネーターという形で、

県が実施しています養成講座がございますので、その

講座を受講した職員がおりますので、しっかり保護者

との電話でのいろいろな相談とか、そういった場合、

感染症のそういった事例が起こった場合とかについて

もですね、しっかりそこで相談に乗ってどのような形

の支援につなげていくかというところをしっかり取り

組んでいきます。そういった部分で、また様々な情報

についてはそういったＬＩＮＥ等を活用して、そういっ

た部分での情報発信はまたそういった部分を活用する。

しかしやっぱり個別の、一対一での情報をやり取りし

ての支援というふうにつながっていきますので、そこ

はしっかり人、コーディネーターが支援して取り組ん

で、しっかり医療的ケア児の支援につなげていきたい

というふうに考えます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。それで

は次に移りたいと思います。 

 宮平川の氾濫対策についてでございますけれども、

答弁の中で、原因についてですけれども、周辺状況の

変化により流域や流量が増加傾向にあることが想定さ

れるということでございます。心配しているのがです

ね、今、この６月の豪雨から半年が経過している中で、

流域や流量が増加傾向にあるということはですね、ま
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た、やはり４月、５月、６月のシーズンになると同じ

ことが起きるんじゃないかと。いうふうに一番危惧を

しております。やはり緊急的な対策、今、委託調査で

すか、その部分はやられていると思いますけれども、

根本的にまた浸水被害が起きないような状況への対策

というものは、どのような今取組をしているのかです

ね、お聞かせください。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。議員承知のとおりと思いますけれども、まず現在

は９月の補正をいただきまして、その中で土砂の浚渫

を行っているという状況をまず１点目。それから先ほ

どの調査委託業務を今着手しているということで、今

後そういった調査結果に基づいてですね、分析等を行

いまして、具体的な対策を次年度以降、ちょっと調査

の状況にもよりますけれども、できましたら令和４年、

ちょっと５年にかかるかもしれませんけれども、そう

いったスタンスで分析を行いながら、対策を今後実施

していきたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。この前

回の補正の浚渫工事の部分ですけれども、終了したと

伺いました。次の浚渫が令和４年度になってくるとい

うふうに伺っております。令和４年度スタートの浚渫

ではちょっと遅いんじゃないかというふうに思ってお

ります。やはり４月、５月になってくると台風の直撃

も考えられますし、線状降水帯がまた発生する可能性

も全然考えられます。５月になって梅雨に入ってしま

うとまた大雨がどんどん降ってきて、また今の浚渫の

状況では同じことが起きるんじゃないかと危惧をして

おります。この辺に関してですね、この令和４年のこ

の緊急浚渫推進事業、前倒しの要請、こういった取組

をしてみてはどうかと思いますけれどもいかがでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。その緊急推進事業債ですけれども、これは制度上、

前倒しというのはできないというような状況で聞いて

おります。それで本町といたしましては、早期に工事

を着手するということからですね、ある程度年度内に

整備計画を立てて４月から実施ということで今考えて、

取り組んでおります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。この（１）

の答弁の中でやはり地理的な問題が前回のこの豪雨の

際にあったというふうに書かれておりますけれども、

今の答弁で浚渫の時期が４月になるということでござ

いますけれども、であるならばですね、やはり前回の

この被害が出た部分に関しては、内水氾濫といいます

か、その問題が多分あったと思います。流域、流量が

増加してフラップゲートが閉まることによって、隣の

道路の内水が溢れて車が水没したり、浸水したりした

と。浚渫ができないとなればですね、内水の部分の緊

急的な取組が必要じゃないかと思います。そうしない

とまた４月、５月、６月に同じことが起きます。いか

がお考えか、お聞かせください。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。議員がおっしゃるとおりでございますけれども、

まず内水から先に取り組んだらどうかという質問です

けれども、まず現在、それを河川の流域をまず確定す

るという調査を今行っていまして、そういったデータ

の下で対策を打つというのが基本だというふうに認識

しておりますので、それだけを早期にやるということ

は今考えておりません。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 じゃあ、ちょっと確認したいの

がですね、この緊急浚渫推進事業の前倒しができない

というところですけれども、これは誰が決定するんで

すかね。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 これは沖縄県の

ほうで取り組んでいる事業ですので、そのようになり

ます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 これ、国は関係ないんですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 もちろん国を通

して県のほうから市町村にそういった活用の状況をで

すね、文書で通知が来ることになっております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 制度上、前倒しは難しいと県が

言っていたんですか。制度上ですか。もう一度確認し

ます。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。この緊急浚渫事業債という活用については、令和

３年度については、私たちのほうで活用ということで

実施しておりませんので、令和４年実施ということで

協議調整を進めているという状況です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 前倒しはなぜできないんですか。
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ちょっと今分からなかったです。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 お答えします。前倒し

するときの手続の在り方に、通常の公共工事では、来

年の予算を、令和４年度の予算を令和３年度にすると

いうことになるんですけれども、それは大体継続中の

事業の場合はできると思います。要はうちがこれを令

和２年とか３年から継続しているのであればできるん

ですけれども、うちは令和４年度が新規なんです。４

年度が新規なので、要はスタートが４年ということで

す、うちとしては。ですので、去年とか一昨年この事

業を取っていたとするならばスタートをしていますの

で、継続中なので来年のものを翌債で手続取って前倒

しという手続がありますが、うちのスタートがあくま

でも４年スタートなので、スタートしてないのにでき

ないということで、多分県から返事が来ていると僕は

思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 県から返事が来ているというこ

とですけれども、じゃあ、県ができると言ったらでき

るんですかね。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 先ほどの、要はうちは

事業化がまだされていないからできないということで

す。事業化。令和４年から事業化なので、結局、今、

令和３年度はないんですよね。事業化されていないと

いうことです。そういうことです。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 そうですか。ちょっと……、こ

れができないと、町長いかがお考えか、ちょっと答弁

お願いします。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 大志議員のただいまのご質問に

お答えいたします。起債事業でございますので、担当

部長からあったとおりだというふうに認識をいたして

おりますけれども、しかし、今後どうするかですね。

私は担当部長から報告があったときに、そういった制

度だからしょうがないとしても、前準備は十分にして

おってですね、新年度に入って予算執行が可能になっ

た時点で発注をするような、そういったようにスピー

ド感を持って対応してくださいというふうな指示をし

てあります。ただ、大志議員ご質問の趣旨のとおり、

とにかく一日も早くというようなことになるとすれば、

また、今年度で補正予算を組んでですね、丸々町の単

独予算で、単独財源でやるかというようなことになる

わけですけれども、現段階ではそこまでは考えていな

い。３か月ぐらい待ってですね。新年度予算で執行す

るというようなのがいいのかなと今ちょっと、現段階

ではそのような考え方でございます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 一番は追加補正で浚渫していた

だけたら、一番助かりますし、ただですね、やはり６

月に実際被害が出ているわけでありまして、自分の同

級生、先輩、後輩、後輩のお母さんだったり、身近で

被害を受けているのに、じゃあこの冬１月、２月、３

月を何もしないで指をくわえて待っていてですね。ま

た起きると。これは、どうなんですか。こういうのは

大丈夫なんですかね。お願いします。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。ただいま質問に対しては大丈夫ということは明言

できませんけれども、町が取り組んでいる緊急的に対

応しようというふうなものとして、６月議会で浚渫作

業を開始したということで、全てこれを軽減できたか

というと、お答えすることはできませんが、少なくと

も断面の確保がある程度できたものとして、多少なり

とも軽減があるのかなというふうには認識しておりま

す。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ６月17日の大雨、深夜何時間で

すか、短時間、３時間、４時間の豪雨だったと思うん

ですけれども、これ以上の雨が降ったらもう単純に氾

濫しますよね。この辺はどうですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。この氾濫に至るものについてはですね、私たちの

ところ、部署ではなくてですね、ある町の関係部局と

の共有認識の下で対策を講じる必要があるのかなとい

うふうに思っております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 台風が、最近停滞する台風も

いっぱいありますし、内地では一級河川が決壊すると

かですね。ああいったレベルの災害が起きている中で、

半年前にちょっと被害が出たけれど、南風原町は何も、

ちょっと対応したけど、じゃあ被害が出るまで我慢し

てくださいね。そういった受け取り方もできると思い

ますけれども、当事者、被害を受けた方々からすると、

そういった思いになるのは普通じゃないかなと思いま

すけれども、こういった対応でいいんですかね、すい

ません、確認します。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 今までの維持管理の仕
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方をお話しますと、宮平川は距離的に大分あります。

今回も維持管理の範囲内でちょうど公民館がある付近

を浚渫しています。ですが下流側は浚渫していないと

いうことになる。今まではですね、限られた予算の中

の町の単費という町費でですね、部分的に宮平川があ

ると宮平川の中でも堆積がひどいところをやると。100％

をやるということが経費的にできなかったものですか

ら、ひどいところからやってきたというのが実情です。

今回６月にこういうことがあったもんですから、先ほ

どから担当課長が説明しています起債事業ですね、金

額的には約１億円ぐらいになるはずなんですけれども

ね、来年の。こういう形で全体的に、どうしても延長

があって部分的にすると、ここでちょっと、通りはよ

くなりますけれども100％いいですかという、そういう

わけには、たまりますよね。かかってしまいますから。

今回はだからこの起債事業を、今までは維持管理的に

やっていましたと。ですが、今回、来年はですね、起

債事業を使って全体的に金額をですね、今までの桁、

10倍ぐらいこういう形でやるようにしていますので、

それでもう町として取り組んでいるということでご理

解いただければ助かります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ちょっと理解できないんですけ

れども、内水に関する対策もこの半年間で別にやって

いるわけでもなく、浚渫をやったけれども400メートル

中200メートルぐらいしかできてないと。南風原中学校

裏門の部分の浚渫に関しても全くできていない状況で、

これは財政的な部分があるからしょうがないといえば

しょうがないのかもしれないですけれども、やはり取

り組む姿勢も絶対に必要だと思いますし、この被害を

受けた方々が納得できるような取組を示していかない

といけないというふうに思っております。是非ですね、

最後追加補正をじゃあ組めますかね。お願いします。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 補正予算の話があるん

ですけれども、やっぱり補正というか、全体的にやり

たいということがありますので、補正をすると。今回

補正して３か月後には事業が取り組めますので、そこ

ら辺については、町の財政関係もありますので、事業

化すればある程度援助がありますので、そういう援助

も活用しながら事業というのは進めていきたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時14分） 

再開（午前11時15分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。４番 石垣大志議

員。 

○４番 石垣大志君 ちょっと納得はできないですけ

れども、まだまだ時間があるので聞いていこうかなと

思いますけれども。じゃあ、１月、２月、この３月ま

で、浚渫等々、この河川管理対策というのはもう調査

以外ないという理解でいいですか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 大志議員の宮平川の氾濫に関し

ましての質問にお答えをいたします。趣旨といたしま

して、補正予算ででもというような内容だと理解をい

たしますけれども、先ほど来、担当部長から答弁がご

ざいましたように、町といたしましてはこれまでの単

独予算でもって何とかシーサー館の手前までは浚渫が

できたと。それから上流に関しましては、新年度で、

起債事業で実施をしようと。それで今後は定期的に町

内の、もちろん宮平川、国場川、長堂川も含めてです

ね、そういった浚渫事業を計画的に実施しようと。そ

ういった考え方でございまして、去った６月の浸水が

あったものですから、とりあえず単独事業としてでも

いいからできる範囲は浚渫しようじゃないかというこ

とで、結果として宮平川のシーサー館の手前までやっ

たわけです。そういうことで、それだけやったからも

う十分ということじゃなくて、次１月、２月、３月あ

たりで雨が降っても、６月みたいな大規模な浸水には

ならないんじゃないかという、もちろんこれは憶測で

はございますけれども、そういったふうな考え方もあ

ることはございます。このこれを、６月にあれだけ浸

水したわけだから、そこを優先的に、宮平川を上流ま

で単独事業を組んででもやってもらえませんかという

お気持ちは分からないわけじゃないですけれども、や

はり行政には予算というのがございますし、それを計

画的に計上して執行していくというふうな基本的な部

分から考えますとですね、現段階の対応でご理解いた

だく以外ないのかなと思っております。先ほど申し上

げましたように、４月にはすぐ発注できるような形で

準備をちゃんとしておくというふうなことを申し上げ

まして、ご理解をお願いしたいというふうなことでご

ざいます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 じゃあちょっと話を変えてです

ね、国場川の浚渫に関しては、今どういう状況なのか。

県は今やる予定なのか教えてください。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。国場川は二級河川ということで県の管理になって

おります。詳細については把握しておりませんけれど
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も、通常浚渫作業というのはですね、国、県、市町村

も同時に取り組む事業というふうに考えておりますの

で、実施計画の下でされているというふうに認識して

おります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 であるならば、やはり今もう１

月、２月、３月はできないという状況ですので、是非

ですね、その部分についても国場川の浚渫をしていた

だいて、川の流れを抑制するお願いを県にするとかで

すね。そういったできる取組を是非やっていただきた

いというふうに思います。本来であれば、ちょっと、

全然最悪の事態を想定していないのかなと思いますけ

れども、できることを、もう１月、２月、３月にやっ

て、あとは４月の浚渫を待つということになるかと思

いますけれども、是非この辺の要請ですね、国場川の

浚渫をお願いしたいと思いますけれども、答弁お願い

します。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。議員がおっしゃるとおりですね、県とも連携を取

りながら、共有しながらですね、本町の状況も説明し

ながら要請してまいりたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。では、

ちょっと納得はできないですけれども、次に移らせて

いただきます。 

 ３点目の公園管理についてでございますけれども、

防音対策の部分でございます。これは現在のバスケッ

トコートでの活用になると。現在、把握している他の

市町村だったりの事例等があれば教えてください。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 お答えします。ほかの

市町村の事例ということで直近で近いところであれば、

与那原町の与那古浜公園、東浜の中にあります。向こ

うにバスケットコートがございます。向こうもコンク

リート製のウガンヌ前公園と同じ素材ですね。向こう

に関しては、ちょっと大きい通り沿いで大きい広場が

ございまして、一部駐車場の横にございます。すぐ隣

に民家があるというわけではなくてですね、事業所、

ファーマーズが向かいにあったりとかですね、与那場

のですね。だから通常は屋外の素材となると、今、答

弁にもありますとおりコンクリートですね。あとは豊

見城のにじの公園とかですね、ほかの市町村にも一応

ございます。こちらも大志議員からのこういう質問が

あってですね、隣市町村の状況も一応調べていますけ

れども、ウガンヌ前と同じような素材というふうな、

コンクリート製がほとんどということになっています。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 コンクリート素材になっている

ということですけれども、通常のコンクリートなのか、

バスケットコート専用のコンクリートなのか教えてく

ださい。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 お答えします。バス

ケット専用のコンクリートという素材はございません。

通常のですね、もちろんコンクリートとなると強度と

かそういうのを確認しながら、普通に舗装してあとは

しっかり……。参考にですね、あと花・水・緑の大回

廊公園の下にもバスケットコートがございます。向こ

うもちょっと確認をしていますけれども、向こうはゴ

ムチップということで、コンクリートの上に１センチ

程度のゴムチップを敷いてございます。ゴムチップと

いうのは通常の、ウガンヌ前公園もそうなんですけれ

ども、陸上競技場の周りとか遊歩道にされているゴム

チップですね。その辺の素材でやっている事例もござ

います。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 このゴムチップ素材がですね、

どこまで防音になるのかというところだと思うんです

けれども、これをすることによって、やはり答弁もあ

りますけれども、音が出ないなんていうことは多分な

いと思うので、この辺をちょっと調査をしていただい

てですね。コンクリートにも透水性の何かコンクリー

トがちょっと防音につながるんじゃないかというふう

な話もあるので、この辺ですが、是非音を聞いていた

だいてですね、是非実際に音を聞いて防音対策と呼べ

るぐらいまで防音ができるのかどうかですね、この辺

調査していただいてですね。あと物理的な対策ではな

くてですね、花・水・緑の大回廊公園のバスケットコー

トを充実させるとかですね。町民体育館建設でバスケッ

トコートを充実させて、上等なところに行っていただ

くじゃないですけれども、そういった工夫をいろいろ

凝らしていただいて、この防音対策というものに取り

組んでいただきたいと思いますけれども、答弁いただ

けたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 議員おっしゃるように

ですね、花・水・緑の大回廊公園のバスケットコート

だったりとか、町内学校の体育館施設でのバスケット

コートというようなところの推進ということも一応考

えてはいます。実際も、花・水・緑の大回廊公園、向

こうも町管理の公園ではあるんですけれども、向こう
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も一応確認したところですね。当初は時間制限をして

なくてですね、一団体が時間制限なしにやっていたの

を、２時間以内という制限にしてですね。向こうも需

要があります。ですので、今、今回の補正でちょっと

使用に向けて検討していますけれども、幅広い町内い

ろんなところで競技ができるということも推進しなが

らですね、また確認していきたいと思っております。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。できる

ことはやはりたくさんあると思いますので、バスケッ

トの板ですか、板の裏にシートを張ったりとかですね、

壁にシートを張ったり、あとボールを、少し音の出に

くいボールがあれば、サッカーボールであるとフット

サルボールとかはちょっとバウンドがしにくいので、

音が出なかったりとか、そういった少しずつ工夫を凝

らしていってですね、防音対策に取り組んでいただけ

たらというふうに思います。 

 次、４点目に移りたいと思います。私道整備につい

てでございますけれども、地域で利用している私道に

ついては地域からの要望があれば維持管理の範囲で補

修等を行っておりますと。この辺はちょっと難しい問

題であるというふうに私も認識しておりまして、是非

ですね、この所有者が不明とはまではいかないでも、

所有者の意思を確認して、南風原町に活用していただ

きたいという意思が確認できるのであればですね、是

非南風原町の担当課がアクションを取ってですね、ア

クションを起こしてですね、権限移譲に取り組んでい

ただきたいと思いますけれども、この意思が確認でき

るのであれば動いていただきたいというふうに思いま

すけれども、確認できたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。議員がおっしゃっている今の質問についてはです

ね、まず不明者、所有者や所在不明の私有地は今のと

ころございませんけれども、所在が分かったものにつ

いてはですね、町としても過去に道路用地としてです

ね、無償で譲渡できないかというふうな照会もいたし

ております。今後もですね、ある程度年月がたってい

るものに関しましては、そういった取組を実施したい

なと思っております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 是非ですね、あんまりこの地名

を出さないほうがいいのかちょっと分からないので出

しませんが、是非この管理が十分に行き届いてない、

所有者に確認したところ南風原町に活用していただき

たいというような意思が確認できた際にはですね、是

非何年後とかに確認をするぐらいのやり取りを是非取

り組んでいただきたいというふうに要望をいたします。 

 ちょっと今後、また３月議会もありますので、宮平

川についてまた質問をさせていただきたいと思います。

以上です。ありがとうございます。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。 

休憩（午前11時29分） 

再開（午前11時40分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。12番 赤嶺奈

津江議員。 

 

〔赤嶺奈津江議員 登壇〕 

 

○12番 赤嶺奈津江さん もう、こんにちはですね。

こんにちは。最終日ラストに質問させていただきます。

時間の都合がありますので、再質問は午後から行きた

いと思いますのでよろしくお願いします。大きい問い、

大問ですね。４つ質問しておりますのでよろしくお願

いします。一括質問し、再質問から一問一答のほうで

よろしくお願いします。 

 １、環境問題・ごみ分別等について問う。（１）今年

度、那覇・南風原クリーンセンターでは、機械の故障

によりごみの自己搬入が停止となりました。その経緯

と現状を伺います。（２）組合からの説明によれば、那

覇市・南風原町両母体のごみ分別がしっかり行われて

いない状況にあるとのこと。改善されなければ、同様

の故障が起こるとの説明がありましたので、今後です

ね、本町としての取組を伺いたいと思います。（３）近

年、都市化により高層マンションも増えております。

那覇市においては、ごみ収集について事業系ごみで対

応しているマンションが多いと聞いておりますので、

今後ですね、この高層マンション等が増えてくる南風

原町においても事業系ごみとしての対応をする計画予

定があるのかをお伺いしたいと思います。 

 ２点目であります。コミュニティ・スクールへの取

組を問う。（１）以前にも質問いたしました。取り上げ

たのは平成30年、ちょうど３年前ですね、12月議会で

取り上げております。質問いたしますけれども、現在

の状況はどうなっているかお伺いいたします。 

 ３点目、予防接種、子宮頸がんワクチン接種等につ

いてお伺いします。（１）コロナの影響や積極的な接種

奨励が控えられている現状において、接種時期を逃し

てしまった子どもたちや若者がおります。是非ですね、

接種時期を逃してしまった方々への助成を行ってほし
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いと思いますが、どうでしょうか。（２）同様に他の予

防接種でも時期を逃してしまった方々への助成ができ

ないかをお伺いいたします。 

 ４点目、ふるさと納税の実績と活用報告について。

（１）ふるさと納税のこれまでの実績はどうなってい

ますでしょうか。（２）以前にも質問いたしましたが、

活用実績報告が今見えない状況にあります。是非、活

用実績をホームページや広報等で行ってほしいと思い

ますがいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では質問事項１点目の環境問

題ごみ分別等について問うの（１）についてお答えし

ます。令和３年２月22日に、那覇・南風原クリーンセ

ンターの破砕設備の一部故障により、不燃ごみの破砕

処理ができない状況となりました。機械故障後は職員

の手作業で選別していましたが、処理が追いつかず、

集積所が逼迫し、通常収集の不燃ごみも受け入れでき

なくなる恐れが出てきたため、令和３年５月24日から

11月30日までの間、直接持ち込みを一時休止し、職員

を選別作業に集中させ処理量を増やす対応を行ってお

りました。現在は、破砕設備修繕も完了し、12月１日

より事前受入れ受付制による直接持ち込みを再開して

おります。 

 （２）についてお答えします。事前受付制にしたこ

とで、受付時に分別の注意を促すことができますので

改善が見込まれますが、併せて町の広報紙やホームペー

ジ等を通じてごみ分別について周知徹底強化に取り組

んでまいります。 

 （３）についてお答えします。マンションの住民が

出すごみは家庭系ごみとして収集するため、事業系ご

みとして対応する計画予定はありません。 

 質問事項３点目の予防接種子宮頸がんワクチン接種

等について問うの、（１）と（２）は関連しますので、

一括してお答えします。一部の定期予防接種について

は、接種時期を逃した方への助成を実施しております。

その他の予防接種の助成については、他の自治体の状

況等も含め調査し、検討してまいります。 

 ４点目のふるさと納税の実績と活用報告について。

（１）についてお答えします。過去５年間の実績は、

平成28年度75万円、平成29年度1,489万4,000円、平成

30年度5,529万2,000円、令和元年度２億876万2,000円、

令和２年度１億9,126万8,000円となっております。 

 （２）についてお答えします。ご指摘の件について

は、12月９日に町ホームページ及びポータルサイトを

更新いたしました。今後は速やかに活用実績等を更新

してまいります。以上であります。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項２点目の（１）につ

いてお答えいたします。コミュニティ・スクールの導

入に向けた検討会議を今年２月25日に実施いたしまし

たが、新型コロナウイルス感染拡大により、オンライ

ンを活用した勉強会となっております。今後、本町に

合ったコミュニティ・スクールの在り方について調査、

研究を継続してまいります。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時47分） 

再開（午後０時54分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。午前に引き続き、

赤嶺奈津江議員の質問を再開いたします。続けてくだ

さい。12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん それでは再質問から、一問

一答でよろしくお願いします。環境問題・ごみ分別等

についてということで、私も組合議会のほうで派遣議

員をしていますので、詳細のほうはある程度、聞いて

はいますけれども、やはり町民の方にも知っていただ

かないとですね、このごみ問題、簡単に片づけられな

い問題だと思いますので、それで取り上げております

のでよろしくお願いします。今回ですね、破砕設備の

ほうが故障ということで、かなりの期間、個別で搬入

できないとかですね、そういった問題があったと思い

ますけれども、この設備の故障理由は何であったかの

報告をお願いしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん ただいまの質問にお

答えします。組合からの報告として、やっぱり破砕困

難物が分別されずに、何度も混入されて、それが蓄積

されて機械の主軸に力がかかり、ベアリングですね、

機械の内部のベアリングが破損して故障したというふ

うに報告を受けております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん これは分別がしっかりされ

ていなかったというふうに考えますけれども、以前も

ですね、鉄アレイが混入したりですね、いろいろなト

ラブルがあったと思うんですけれども、実際ですね、

今回の破損の、２月22日に故障ということですけれど

も、この機器を発注するまでの手順とか、納期がこれ

だけかかった理由を確認したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。機械

が壊れたのが、発覚したのが今年の２月22日と報告を

受けております。２月に故障を発覚した時点で、発注

に向けての調整を年度内から行って、令和３年の４月
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に入って契約を交わしているという報告を受けており

ます。契約を行った後、当初の計画では９月30日を納

期というふうに予定していたようですが、９月15日に、

失礼しました。８月の、細かい日数は確認取れていな

いんですが、８月頃に納品があって、実際にそれから

取付けをして、９月15日から機械の再稼働、本稼働と

いうことを報告受けております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 実際９月15日から稼働とい

うことですけれども、持ち込みごみが、持込みで処理

してもらうという方々が受け入れできたのが12月に入っ

てからだと思いますけれども、それも条件つきだった

と思うんですが、これまでですね、納期が結構かかっ

てというのは、多分、受注生産の部分であったりとか

海外からとかという理由もありますけれども、コロナ

禍の影響もあったと考えられますか。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん 昨年度から続くコロ

ナ禍で、ホームステイのほうでごみがたまっていたと

いうのも想定されると考えております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 実際ですね、コロナ禍に入っ

ておうちのほうで断捨離のようにごみを分別して処理

される方が増えたというふうに聞いていますし、持ち

込みごみもかなり増えたというふうには聞いておりま

す。その中で持ち込みができなくなって、その処理を

11月末までにはやって12月から受け入れるという予定

であったと思うんですけども、そのあとですね、これ

まで処理を手作業でやっていた部分で、たまっていた

ごみの分については、現在、もう処理が済んでいるの

か、まだ時間がかかるのかを確認したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん ただいまの質問にお

答えします。このたまっている、滞留しているごみの

解消時期ですが、組合からは来年の５月頃まではかか

るんじゃないかというふうに報告を受けております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん じゃあ、もう今、通常のご

み搬入もするので、これまでどおりですから、これま

でたまっていた、手で処理していた分はまだ全然でき

ていない状況というか、まだもう置かれた状況に、ま

だ残っているということで理解しますけれども、やは

り今後ですね、12月というのは持ち込みごみがこれま

でかなり多いということで、私も年末に搬入したこと

があるんですけれども、今現在、この事前受付制とい

うことですけれども、この事前受付に関する情報がで

すね、広報紙とかホームページにありはするんですが、

詳細のほうを確認したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん 11月いっぱいまでは

休止ということで、12月１日から直接ごみの受付を開

始しております。詳細のほうは那覇市・南風原町組合

のホームページでも掲載しておりますが、まず、直接

持ち込みの事前受付制を今回導入することになりまし

た。本町でできるのがリフォームごみ、事業所ごみは

南風原町、那覇市の市民の方の那覇市のほうにありま

すが、引っ越しなどに伴う多量ごみ、また粗大ごみは、

那覇クリーンセンターのほうに事前受付というふうに

導入をしております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 多量ごみとかがこれまで

あったときにも、直接本人でやってくださいとかあっ

たと思うんですけれども、その際にも事前受付できる

か、再度確認したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん まずこの引っ越し等

の多量ごみもそうなんですが、持ち込みに関しては全

て事前に電話で受付をして、確認した上で、直接ごみ

受け入れとなっております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん その際にですね、１日当た

りの受付件数とかですね、何件までしか受け入れませ

んとかという制約もありますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん この辺の台数制限等

は、実際に運営する施設のほうで、その日の流れだと

確認があると思いますので、台数制限の設定は組合の

ほうで設定をしております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。や

はりこれまでとシステムが変わってくることですので、

やはり周知徹底しないといけないと思いますので、そ

の点ですね、問合せ等が増えることもあるだろうし、

広報をなかなか、しっかり目を通さない方もいらっしゃ

るとは思うんですよ。そういった時にやはり対応がで

すね、多くなるかなというふうに、特に年末に入って

きていますので、そういったところは丁寧にやってい

ただきたいというふうに要望したいと思います。また

あと自治会のほうにもですね、自治会のほうでも草刈

作業だったりいろんなごみの搬入とかが、組合のほう

にやったりとかすることもあると思いますので、そう

いったところへもですね、協力依頼等もしっかりやっ
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ていただきたいというふうに思います。 

 （２）のほうにですけれども、ごみの分別、事前受

付にしたことで注意を即すことができるということで

ありますけれども、実際これまで搬入されたものがで

すね、全部自己搬入ごみだけではなくて、ちゃんとし

た回収、個別回収の中でも分別がされてなかったとい

う話も聞いたものですから、そういったところでのしっ

かりと、これは特に透明の袋を導入した際にしっかり

やろうということでの、町民への協力依頼等をやって

きたと思うんですけれども、やはりいろんなところか

ら、新しい住民の方が来たりとか、前に住んでいたと

ころの分別のイメージでやってしまったりとか、そう

いったこともあると思うんですね。そういったところ

からしっかりですね、この分別のやり方をやるという

意味と、これをどれに入れたらいいか分からないとい

う時に、以前はあったと思うんですけれども、五十音

順のごみ処理のリストがあったと思うんですね。でも

最近見えなくなって、ちょっと不便になったなという

ふうに思うんですけれども、他市町村でまだそういっ

た五十音順ですね、新しい。以前はなかったごみもあ

りますよね。想定されなかったごみとか。そういった

ものでの五十音リストとか、そういったのを作成した

らいかがかなというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。議員

ご提案のとおり、ごみの五十音順ですね、ひと目でこ

のごみは何ということで分かる五十音順のリストを、

今現在作成中ですので、でき次第ホームページのほう

に掲載を予定しております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。是

非ですね、こういった分かりやすいごみの分別等をで

すね、子どもたちでも検索をかければこのごみが何に

当たるとかですね。また、先ほど大志議員がＬＩＮＥ

活用とかとありましたけれども、そういったところか

らでもホームページに入っていって、ごみの名前です

ね。そういった検索の中に入れて、処理の方法とやれ

ば、これは可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、そういう

ふうに分かればですね、やはり判別しやすくなるのか

なというふうに思いますので、是非やっていただきた

いというふうに思います。今回ですね、この機械の故

障においてはですね、たまたま基幹的工事ということ

で、５年かけての工事も併せてやっていく中で、とて

も大きな支出がありました。これは議会のほうでも派

遣議員で行っているメンバーで可決してということを

やっていますけれども、今後ですね、やはり老朽化し

てくる建物の中では、維持管理がかなりの費用を占め

てくるだろうというふうに思いますので、やはり町民

の方にも、そういったごみの分別が簡単にやってはい

けないことだと。自分だけだからいいやとかではなく

て、しっかりやることで、こういった施設も長持ちす

るし、処理場ですね、最終処分場についても、今後課

題になってくると思いますので、そういったところに

も影響が出てくるというふうに分かっていただくため

にもですね、そういった徹底した認識を持っていただ

けるような、環境問題の提起といいますか、町民の方

にも知っていただくと。分別とかですね、その処理が

どれだけの費用をかけてやっているとかですね。今後

課題になってくるのとか知ってもらうというのは大事

だと思いますので、それは組合側ではなくて、やっぱ

り母体の南風原町では南風原町でしっかりとやってい

かないといけない問題だと思いますので、よろしくお

願いします。 

 次に、高層マンションが増えているということでの

事業系ごみでの計画があるかということですけれども、

ないということですけれども、私は事業系ごみでやっ

ていいんじゃないかというわけではなくてですね。今

後、昨日の町長答弁で、町民が４万5,000人から５万人

まで行くかもしれないという話もありましたけれども、

そういう中では高層マンションとかが、やはりこの狭

い南風原町の中では増えてくるのかなと。実際、新川

のほうでも計画されていますので、そういったところ

でごみ回収の問題っていうのはやはり大きい問題になっ

てくるだろうと。そういったところでは業者を増やす

のか、時間帯をずらしてどういうふうにするのか考え

ていかないと、できたから、はい、じゃあ今後どうし

ようではなくて、その以前からやっぱり考えないとい

けない問題だというふうに思いますので、しっかりで

すね、そういったところを計画に入れてやっていただ

きたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。議員

おっしゃるとおり、最近高層マンションがどんどん増

えてきているということで、実際に高層マンションの

問合せの際に事業系のごみができるかどうかという実

際の問合せもあります。今後、今回計画予定というこ

とはないというふうに答弁しておりますが、今後のこ

の事業系とかを含めて、メリット、デメリットとか詳

細を確認しながら、近隣で取り入れているところで確

認をしながら、情報収集しながら、今後課題として取

り組んでいきたいと思っております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

T0834
テキストボックス




－ 114 － 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。実

際ですね、南風原町は戸別収集ということでやってい

ますけれども、マンションだったりアパートだったり

とかは１か所に集めて収集するという形が多いのかな

というふうに思いますけれども、その中でやっぱり置

きっ放しだったりですね、前日とか収集日でない時に

置いて、憲治議員からもカラスの問題がありましたけ

れども、そういった形でですね、管理をしっかりして

もらわないといけないという部分もありますので、そ

ういった協力依頼の仕方ですね。そういったこともちゃ

んとしていかないといけないんじゃないかなというふ

うに思うので、どういうふうにやるのか。私が見たと

ころですね、１回１か月以上ソファーが置きっ放しっ

ていうのがあってシールも貼られているんですよ、出

さないでくださいと。やっているけれども、１か月以

上そのまま置かれているというところもありました。

そういったところもあるものですから、管理組合とや

り取りするのか、アパートの大家さんとやり取りする

のか、そういったところも含めてですね、しっかりと

した対応を町もやらないといけない時期に来ているん

じゃないかなというふうに思いますので、その点、再

度、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。議員

ご提案のとおり、ごみの環境、分別も含めてですね、

今おっしゃるとおりの内容も今後検討していきたいと

思っております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。実

際ですね、新川のほうで計画されているところのマン

ションは立体駐車場を計画しているということで、多

分、ごみ集積所をちゃんとしっかり置くとは思うんで

すけれども、そういったところでは戸別収集で駐車場

に置くこともできないところもありますし、いろんな

課題が出てくると思いますので、やっぱり南風原町も

都市化してきている部分ではどういうふうにごみ収集

をしていくかとかですね、分別についての指導とか、

そういったところもしっかり検討していかないといけ

ない時期だと思いますので、是非ですね、前向きにと

いうよりも、ちゃんとした分別をされて環境にやさし

い、これだけ新川、東新川、大名、宮城にとってもこ

れまでの課題がずっとあった地域ですので、簡単に、

これぐらいはいいよで済まないという部分をですね、

しっかり町民の皆さんにも知っていただいて、南風原

町としては環境にしっかり取り組んでいるといえるよ

うな対応していただきたいと要望して、この質問を終

わりたいと思います。 

 次に２点目のコミュニティ・スクールへの取組をと

いうことで質問をさせていただいております。先ほど

言いましたように、３年前にですね、同じ12月の定例

会で、視察の後に提案といいますか、やっていただき

たいというふうに質問しまして、まだ結成はされてい

ない――結成というとか、前向きにやっているけれど

もなかなか進んでいないというのが実情だと思います

けれども、是非ですね、コミュニティ・スクールとい

う名称にとらわれることなく、仕組みからですね、で

きることからやっていただきたいというふうに思いま

す。またできる学校からだけでもやっていただきたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

実際コミュニティ・スクールは学校が今抱える多様化

した問題等を地域と一緒になって取り組むよい仕組み

だというふうに考えております。実際、今年度コミュ

ニティ・スクールを立ち上げてみたいという学校もあ

りましたので、今後また研修の範囲を広げて保護者の

方や、学校の教職員の先生、可能であれば地域の方を、

まず勉強会等を広げてですね、また一緒になって進め

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。取

り組みたいという学校が名乗りを上げてくれたという

ことだけでも本当に感謝だなというふうに思います。

実際まだコミュニティ・スクールを導入したいという

か、するということで伊江島のほうも手を挙げたとい

うことで前はあったんですけれども、まだ実際にはや

られていないという話がありましたけれども、あちら

も、好春議員も一緒だったんですが、一緒に見に行っ

たときにはですね、地域の方々が結構子どもたちに声

かけるのが多いなというのがあってですね、また子ど

もたちが伝統芸能を練習しているということで、見せ

に来てくれたりもしたんですが、その際、やはり声か

けとですね、子どもたちが挨拶をするしぐさとかです

ね。人の目を見て、体をちゃんとしっかり向けて物怖

じせずに、大人に対しての対応とかですね。自信を持っ

てやっている姿を見たときに聞いたんですね。どんな

ふうにやっているんですかと聞いたら、自分たちも関

わって、地域の方が関わって伝統芸能祭のような形が

あるということで、その発表の練習ということだった

んですが、学校でもできるし、島から出る際には１人

１つ以上の踊りができるようになって出て行くんです

よという話をされていたんですね。それは地域が関わっ
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ているからこそできることであって、やはりそういう

地域か学校に入ったりとかですね、子どもたちが地域

に下りていって活動できる場があるということは大事

だなというふうにとても感じています。あちらもやっ

ぱりコミュニティ・スクールはないという状況でもこ

ういった形で地域が学校、子どもたちに関わるという

のはやっぱり大事だなと本当に改めて思う機会だった

ものですから、是非ですね、私も今回言ったように、

形にとらわれなくても地域に、地域が子どもたちに関

わる、子どもたちが地域に関わるという機会を是非持っ

てもらってですね。子どもたちを見守る体制をしっか

り作っていただきたいというふうに思います。そこで

ですね、今回手を挙げているということですけれども、

前向きといいますか、これからの抱負といいますか、

それを是非教育長のほうからもいただきたいんですが、

いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 先ほど学校教育課長からも

あったんですけれども、やはり学校それぞれ課題とか

がありまして、そういったことで実際にはこういった

ふうに地域の皆さんの力をちょっとお借りしたいとい

うことはございますので、当然常々から申し上げてい

るように、本町は学校応援隊が非常に活発で、多くの

ボランティアの皆さんに学校に協力していただいてい

ます。それを含めですね、またこのコミュニティ・ス

クール、地域の人を学校、生徒指導も含めですね、学

力向上も含め、いろんな形で、形にこだわらず、まさ

に議員がおっしゃったように、そういった形で。実際

に地域の人の力を借りるというのが大前提ですので、

どういうふうに本町に合った、この学校に合った取組

ができるか研究してまいりたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。是

非ですね、各地域の伝統芸能を活用したりですね、子

どもたちがやはり自信を持って活動したり、居場所が

あるということがやっぱり大事だと思うんですね。学

校が居場所だったり、地域が居場所だったり、いろん

な居場所が大事になってくる中で、やはり地域の方々

の支えというのは大事だと思いますので、その地域に

合った学校の在り方とか、それぞれやっぱり、幾ら狭

い南風原であってもその地域の色といいますか、あり

ますので、そういったところに合わせてですね、活動

をしていただきたい。また学校応援隊のほうでも今、

活動されている方々プラスですね、是非ですね、ＰＴ

ＡのＯＢの方々とか、卒業する際にはこういった活動

に協力していただきたいとかという形でですね、声を

かけていただければ、やってくれる方もいらっしゃる

と思いますので、そういったところでの声かけ等も含

め、前向きな答弁だと思っていますので、今後、南風

原がよくなるために、子供たちが安心して暮らせる南

風原にするためにもよろしくお願いして、この質問を

終わりたいと思います。 

 次に予防接種の件ですけれども、実際ですね、頸が

んワクチンのほうが一番手のほうで聞いている部分な

んですけれども、通知が来るわけでもないですし、そ

ういった年齢に達しているというのもなかなかお互い

に、受ける受けないという会話もなかなか子ども同士

でもないと思うんですね。特にコロナ禍になって保護

者同士でもなかなか会話する機会もないですし、その

中ではやっぱり接種機会を逃してしまうとかですね、

また報道等で、やはり副反応とかそういったところも

あって躊躇している間に、もう受けられない年齢になっ

てしまっていたという子もいます。その中では、やは

り後から考えれば受けたかったと思っても、なかなか

この金額が高くて受けられないと。３回接種で、多分

１回２万円か３万円ぐらいだったと思うんですね。そ

れを３回受けないといけないとなると、やはり経済的

にも厳しいという部分もあると思いますので、私が調

べた厚労省のほうでは、自治体によっては助成してい

ますという案内があったものですから、南風原町でも

是非やってもらいたいなと。実際、予防できるがんっ

て、生活習慣病と言われたがんの中でも、肝臓がんと

かですね、飲酒とかと言われる部分があって、そこは

控える部分でできるんですけれども、予防接種で予防

ができるというのはなかなかないので、発病する前に

医療費を考えれば、是非接種できる、したいという方

には接種していただくと。これは無理やりではありま

せんし、希望する方ですので、希望する方には接種し

ていただくというふうにやっていただきたいんですけ

れども、再度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 赤嶺奈津江議員の質

問にお答えします。この子宮頸がんワクチンの積極的

な勧奨を差し控えていた期間によって接種できなかっ

た方に対しましては、国がその後フォローしていく 

という方向で、今議論を始めたばかりになりますので、

本町としましても、この議論の推移、動向を見て、ま

た今後検討してまいります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 私からすれば、国の動向を

見ずにですね、先にもう一般財源を出してでも助成し

て、病気を未然に防ぐという部分ではやってもいいの
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かなと。実際、頸がんワクチンのほうは接種率はかな

り低いですよね、今でも。勧奨してどれぐらい増える

か分かりませんけれども、そういったところでは、や

はり一般財源を使ってでもですね、そういったところ

を勧奨し――受けたい方に受けていただくというふう

にやっていったほうがいいのではないかなというふう

に思うんですが、再度答弁をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えいたします。このヒ

トパピローマウイルスワクチンへのＨＰＶワクチンの

接種に関しましては、現在も定期予防接種という位置

づけで置かれておりますので、定期予防接種、このワ

クチンの定期予防接種の対象年齢であれば公費で定期

予防接種として今も受けられる状況です。ただ、議員

おっしゃいますように、積極的勧奨をしてない期間で、

この機会を逃された方、もう20歳を超えてとか、そう

いったふうになっていかれた方々も大勢いらっしゃる

わけですが、先ほど課長からありましたように、国の

ほうでですね、これも本当に最近です。今年の11月な

んですが、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会と

いうところでこの接種機会を逃された方々のキャッチ

アップ接種と言っていますが、それをどうするかとい

うそういう分科会のほうでも、このワクチン自体が、

年齢が高くなっていけばいくほど効果が低くなってい

くというふうな、こういったのが議論されています。

そういった状況を踏まえて、今後このキャッチアップ

接種をどういうふうにしていくかというところを今議

論されておりますので、我々としてはその部分に関し

ては、この国からの方針を示された後、対応していき

たいと。先ほども申し上げましたように、定期の年齢

の範囲であれば公費できちんと定期予防接種として受

けられます。次年度以降は、しっかり積極的勧奨をす

るようにということでありますので、また個別通知を

再開して取り組んでいきたいというふうに考えます。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 実際ですね、高校２年生か

らはもう受けられないわけですよね。高校１年生まで

ですから。18歳までの子とか、同じ高校生でも受けら

れない子、分からなかった子がいるわけですから、そ

こから言えばですね、せめてですね、高校３年生まで

は受けられるとかですね、そういった救済措置は早め

にやった方がいいんじゃないかなと私は思うんですね。

できれば、大学ぐらいから親元を離れたり、専門学校

から親元離れたりする子も多くなってきますし、そう

いった予防接種の後の体調変化とかですね、確認も高

校生の間がある程度できるのかなというふうに思いま

すので、できればですね、私の希望としては、もうこ

の逃してしまった高校２年生、３年生ぐらいまではで

すね、少なくてもこの一時期だけでも対応しようとい

うふうな決断をやっていただきたいんですけれども、

町長いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 ただいまの奈津江議員のご質問

にお答えいたします。私も親という立場もございます

ので、同感でございますけれども、先ほど民生部長か

らありましたように、やはりこの予防接種の勧奨を控

えた時期に対象だった方々については、もうこれは、

今まさに議論中でございますし、またはっきり申し上

げまして、国の方針でですね、差し控えるようにとい

うようなことで市町村にもそういった方針が伝えられ

たわけですので、そのあたりはやっぱりしっかりと国

のほうが責任を持って、議論を、結論を出していただ

いてですね。それでもちょっとおかしいなというよう

なことであれば、また我々市町村も単独でですね、補

助するなり何なり、住民の支援をしないといけないの

かなというふうに基本的に考えております。先ほど部

長からありましたように、今議論されている状況を注

視していきたいというふうに思っております。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。是

非ですね、私はこの機会を逃してしまった子どもたち

はですね、早期に打ちたいという子もいるかもしれま

せんし、そういった中ではなかなか対応できない部分

もあるかもしれませんけれども、相談があった際にで

すね、その情報提供だったりとか、せめてそれぐらい

やっていただきたいと。実際には、他府県だったと思

うんですけれども、そういった助成をしている地域も

ありますので、しっかりその調査を行っていただいて

ですね、どういうことがあってそういうふうな助成を

することになったのかですとかですね、またこれから

の医療費の問題についても、実際がんになってしまえ

ば、そのときの医療費についてはやっぱり負担部分と

して、町も予防接種よりも、それ以上の医療費がかか

るわけですから、そういった観点からもですね、是非

前向きに対応していただきたいと。この点はもう国の

動向を見守るということですので、その点は私も単独

で出すよりも、国が負担して、ちゃんと責任を持って

やるべきというところがあると思いますので、注視し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 （１）と（２）については同様の内容になってくる

かと思いますので、３番については終わりたいと思い
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ます。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時27分） 

再開（午後１時27分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。12番 赤嶺奈津江

議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん それでは４点目のふるさと

納税の実績についてということですけれども、これま

での実績の中でやはり、いろんなホームページを活用

したりとか企業のほうを利用したりということで、実

績は上がってきているということですが、なかなかで

すね、私ふるさとチョイスで見ましたけれども、南風

原町の実績が上がっていないというのがとても気になっ

てですね、前もなぜあの実績が載っていないのかとい

うことで、ないからと言われてしまえばそれまでかも

しれませんけれども、じゃあ寄附した立場からすれば

ですよ。実績がないのかと、何も活用してないのかと

いうふうに見えるものですから、今回は、（２）のほう

に行きますけれども、ホームページとポータルサイト

に載せたということですけれども、やはりですね、毎

年ちゃんと活用をして、こういったことに活用してい

ますという報告は大事だと思うんですね。やはり自分

が寄附した、このふるさと納税がどういうふうに活用

されているかというのは、やはり寄附した方々、中に

は返礼品もありますけど、返礼が要らないという寄附

の方もいますよね。そういった方々は特に自分が寄附

したものを何も使われていない。ただ南風原町は貯め

ていくだけなのかというふうに見えますので、そういっ

たところはしっかりと、またこの事業といいますか、

ふるさと納税を活用してどういった事業をしているの

かというのは、私たち議員にもですし、町民の方にも

ですし、寄附してくれた方にもしっかりと報告するべ

きだというふうに思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。議員

おっしゃるとおり、ふるさと納税の活用の図式につい

ては速やかに掲載しています。ご指摘どうもありがと

うございました。 

○議長 玉城 勇君 12番 赤嶺奈津江議員。 

○12番 赤嶺奈津江さん 毎年ですね、ちゃんと、貯

めるんじゃなくて、ちゃんと活用しているよというと

ころはちゃんと見せていただかないと。私たちも、お

かしいなとしか見えませんので、これはですね、内容

も含めですね。しっかりどういうことに活用されてい

るかという報告はするようによろしくお願いします。

これで質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。 

 休憩します。 

休憩（午後１時29分） 

再開（午後１時30分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、

これで散会いたします。 

 

散会（午後１時30分） 
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